
 

船舶事故等調査報告書 

平成２６年３月２７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１３仙第７７号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２５年１１月２０日 ０５時３０分ごろ 

発生場所 岩手県久慈市久慈港北東方沖 

久慈市所在の久慈牛島灯台から真方位０６２°８.７海里（Ｍ）付

近 

（概位 北緯４０°１７.２′ 東経１４２°００.１′） 

事故等調査の経過 平成２５年１２月１９日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙

台事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 漁船 第拾八長進
ちょうしん

丸、８.５トン 

   ＩＴ２－８０１７（漁船登録番号）、個人所有 

Ｂ 漁船 第八十二長福
ちょうふく

丸、４.９トン 

ＡＭ３－２１４１９（漁船登録番号）、三沢市漁業協同組合 

第２０２－９１２７号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 左舷船首部外板が凹損、船尾側オーニングが破損 

Ｂ 左舷船首のいか釣り機及び同機の流し台が破損 

 事故等の経過 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、久慈港北東方沖において、機関

を中立として船首を南西方に向けて漂泊を行い、マスト灯、舷灯及び

船尾灯（以下「法定灯火」という。）を表示し、作業灯を点灯してた

こ籠漁の操業を行っていた。 

船長Ａは、久慈港から出港するいか釣り漁船を多数認めたものの、

操業中は他船がＡ船を避けてくれるものと思い、右舷船首甲板上で漁

具の整理を行っていたところ、平成２５年１１月２０日０５時３０分

ごろ、久慈港北東方沖において、Ａ船の左舷船首部とＢ船の左舷船首

部とが衝突した。 

Ｂ船は、船長Ｂ及び甲板員Ｂが乗り組み、船長Ｂが操舵室で操船を

行い、甲板員Ｂは船首甲板上で操業の準備を行っており、法定灯火を

表示し、約８～９ノットの対地速力で自動操舵により、久慈港北東方

沖を漁場へ向けて北東進していた。 

船長Ｂは、レーダーで船首方にＡ船を初認したが、レーダーに映る

他船を全てＢ船と同方向に航行するいか釣り漁船と思い、操舵室を離

れ、操舵室後方の船員室で朝食の準備をして再び操舵室に戻ったとこ



 

ろ、Ａ船の灯火に気付き、右舵を取ったが、Ｂ船とＡ船が衝突した。 

Ａ船及びＢ船は、それぞれ自力航行して岩手県洋野町八木港及び久

慈港に帰った。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 南西、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 高潮時 

日出時刻：０６時２５分ごろ 

 その他の事項 Ａ船は、漁ろうに従事している船舶であることを示す灯火を表示し

ていなかった。 

Ｂ船は、本事故当時、レーダーを２台作動させ、１０Ｍレンジ及び

１Ｍレンジに設定していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、久慈港北東方沖で漂泊して操業中、船長Ａが、操業中は他

船がＡ船を避けてくれるものと思い込み、漁具の整理を行い、見張り

を行っていなかったことから、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

Ｂ船は、久慈港北東方沖を漁場へ向けて北東進中、船長Ｂが、レー

ダーに映る他船を全てＢ船と同方向に航行するいか釣り漁船と思い込

み、操舵室を離れ、見張りを行っていなかったことから、Ａ船と衝突

したものと考えられる。 

原因 本事故は、夜間、久慈港北東方沖において、Ａ船が漂泊して操業

中、Ｂ船が漁場へ向けて北東進中、船長Ａ及び船長Ｂが共に見張りを

行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考

えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・操業中であっても、見張りを適切に行うこと。 

・夜間、操業中は、漁ろうに従事していることを示す灯火を表示す

ること。 

・目視及びレーダーによる見張りを適切に行って他船の動静を的確

に把握すること。 

・航行中、操舵室を離れる場合には操船できる者を配置すること。 

 


